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資料№5
江田島市公共交通協議会
令 和 元 年 １２月 １９日

中町／宇品航路の指定管理者の募集について

１ 趣旨

現指定管理者との指定期間が令和２年９月 30 日で満了となるため，令和２年

10月１日から５年間の江田島市旅客船設置及び管理条例に定める指定管理者を募

集する。

２ 指定管理者が行う業務の内容

・定期航路（中町／宇品航路）等に関する業務

・旅客船の維持および管理に関する業務

・旅客船の利用の許可に関する業務

・旅客船の運賃徴収に関する業務 等

※他に指定管理者の費用により自主事業を実施することが可能

３ 指定期間

令和２年１０月１日から令和７年９月３０日まで（５年間）

４ 応募資格

・団体であること

・地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定等に該当しない者であること

・本航路の運航を遂行する能力があること

・船員を確保できること

・本航路の利用促進を図ること 等

５ 運行日，料金等

（１）運行日

○便数

【現 行】平日 23 往復以上を確保

【変更点】平日 20 往復以上，日祝休日 18 往復以上を確保

※ サービス基準以上まであれば，指定管理者の判断で減便が可能

○午前 7 時台の便の輸送能力

【現 行】250 人以上の輸送能力を確保

【変更点】200 人以上の輸送能力を確保
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（２）利用料金（運賃）

○回数券及び通勤定期券の値上げを検討

【現 行】回数券 4,900 円(6 枚綴り)，通勤定期１ヵ月当たり 29,320 円

【変更点】回数券 9,800 円(11 枚綴り)，通勤定期１ヵ月当たり 31,320 円

※ 現行の回数券及び通学定期券の割引率が高くなっているため，他航路の

水準を参考とし，運賃改定を検討する。なお，大人片道料金や通学定期券

など，その他の利用料金は，現行どおりとする。

６ 公募方法

市ホームページ，市掲示板，窓口（本庁，各市民サービスセンター及び市民サ

ービスセンター）及び関係団体（日本，中国，広島県の各旅客船協会）へ募集要

項を掲載・配布等

７ 応募期間

令和元年１２月１８日～令和２年２月１０日

８ 指定管理者選定委員会について

指定管理者選定委員会において，指定管理者候補者として最も適切な団体を公

平かつ適正に選定する。

○委員構成

９ 今後の予定

10 その他

応募団体の名称や選定方法，選定結果等については，指定管理者の選定後に公

表する。

区 分 人 数 内 訳

内部委員 ３名 副市長，教育長，施設管理担当部長（企画部長）

外部委員 ５名 交通事業専門家２名，公認会計士１名，学識経験者１名，

関係行政機関１名

日 付 項 目

令和２年２月２１日 応募者からのヒアリング・プレゼンテーション

令和２年２月下旬 指定管理者の候補者の選定・結果通知

令和２年２月定例会 江田島市議会の議決

令和２年３月 指定管理者の指定および協定の締結


